[bookmark: _Hlk221890237]別記様式第１号（第７第１項関係）

※本等式は現時点案であり、令和８年度予算が国会審議を経て成立した内容に応じて変更があり得ることにご留意ください。

[bookmark: _Hlk183179635]〇〇年度地域型食品企業等連携促進事業実施計画書（案）

番　　　　　号
年　　月　　日

○○農政局長　殿　
北海道にあっては北海道農政事務所長
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

所　在　地
団　体　名
代表者氏名

地域型食品企業等連携促進事業実施要領第７第１項の規定に基づき、関係書類を添えて提出する。






（注）　関係書類として、「別添」及び添付書類を添付すること。



別添
	補助事業者名
	



１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的
	※１　食料システム法の趣旨を踏まえ、地域コンソーシアムにおける支援機関の連携により、地域の食品等事業者が農林漁業者等との連携・協調を通じて同法の安定取引関係確立推進活動等を推進することにより、食品等の安定的な供給の実現に資する事業目的について具体的に記載すること。
※２　新たな食品ビジネス等を継続的に創出する仕組みの構築及び地域の持続的な食料システム確立に向けた課題を踏まえた事業の目的について具体的に記載すること。






（２）事業の効果
	※事業の実施により、事業の目的の実現、地域の持続的な食料システムの確立にどのような効果があるのか記載すること。






（３）事業の実施方針
　　ア　事業実施年度の実施方針
	※１　当該事業における取組（地域コンソーシアムの設置・運営、情報発信、研修会の開催、課題検討会の開催、食品ビジネスマッチング会の実施、中間報告会（又は中間研修会）、新規プロジェクト（新たな食品ビジネス）支援、次年度の取組検討）及びスケジュールを記載すること。
※２　課題検討会の開催は任意とし、その他のメニューは必須で実施することとする。







　　イ　事業実施年度以降の実施方針
	※１ 事業実施年度以降の当該事業における取組（地域コンソーシアムの設置・運営、情報発信、研修会の開催、課題検討会の開催、食品ビジネスマッチング会の実施、新規プロジェクトの支援等）及びスケジュールを記載すること。
※２ 地域コンソーシアム参画事業者等の創出するビジネス（新商品、サービス等）の売上向上や売上目標達成等に向けた地域コンソーシアムの取組方針、及び次年度以降の地域コンソーシアムの自発的な活動（自走）に向けた方針等を記載すること。






２　目標年度及び成果目標
（１）成果目標の概要
	※１　地域コンソーシアムにおいて安定取引関係確立事業活動等の促進を図り、食品等の安定的な供給を実現することに関して成果目標を設定すること。
※２　地域コンソーシアムの活動内容や事業期間等を踏まえた妥当な目標を記載すること。
※３　事業の内容に応じて設定した定量的な成果目標とその設定根拠を記載すること。





（２）定量的な成果目標
	定量的な成果目標
	事業実施前年度（　年）
	事業実施年度（　年）
	第２年度
（　年）

	※成果目標は、本事業による成果が測定できる目標とすること（目標は複数設定可能）。



	

	
	

	
	第３年度
（　年）
	第４年度
（　年）
	目標年度
（　年）

	
	

	
	


注：事業期間（３年から５年）の最終年度を目標年度とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を記載すること。また、目標年度には目標年度と記載すること。

（３）成果と効果の検証方法
	※１　成果目標の達成状況を確認できる指標を記載すること。
※２　指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、成果と効果を客観的に検証する方法を記載すること。






３　事業内容
（１）地域コンソーシアムの設置
ア　参画予定者（支援機関）
	事業者名
	業種、事業概要等
	備考

	※法人名等を記載する。


	※支援機関の業種や事業概要を簡素に記載する（一覧表の提出も可）。
	※地域外の事業者等は地方公共団体名を記載する。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	参画者数
	　　　　　　　　　　　　　者
	


　注：参画が確実に見込まれる又は見込んでいる事業者や関係者を記載すること。なお、参画が
確実に見込まれる事業者名の備考欄には「◎」を記載すること。

イ　参画予定者（食品等事業者、農林漁業者等の支援機関以外の者）
	事業者名
	業種、事業概要等
	備考

	※法人名等を記載する。


	※食品等事業者、農林業業者、農林漁業者の組織する団体等の事業者の業種や事業概要を簡素に記載する（一覧表の提出も可）。
	※地域外の事業者等は地方公共団体名を記載する。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	参画者数
	　　　　　　　　　　　　　者
	


注：想定する新規プロジェクトの関係者のみとならないよう留意すること。

ウ　地域コンソーシアムの組織体制及び関係機関との連携体制
	※１　地域コンソーシアムに参画する事業者の構成、地方公共団体の担当部署及び委託先を含む事務局体制、関係機関等の連携体制がわかる図を添付してください。
※２　取得した個人情報を適切に取り扱う体制及び経理について複数の者による審査体制が構築されていることがわかる内容を記載してください（図による添付でも可）。





（２）研修会
ア　研修会の開催計画　　
	
	開催時期
	開催場所
	参加人数
	開催内容
	備考

	地域の持続的な食料システム確立に向けた連携・協調の意義や地域コンソーシアムに参画した事業者の意識醸成等に資する講義
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　注：初回の研修会については、初回については講義内容の基本的な事項はプラットフォーム事務局が提示し、原則として地域連携推進コーディネーター又は講師の派遣を受けて、令和８年８月までを目途に実施するものとする。

（３）課題検討会（任意）
ア　課題検討会の開催内容　　
	設置する課題検討会
	検討する課題・テーマ
	出席業種
	出席人数
	備考

	①
	

	
	
	

	②
	
	
	
	

	③
	
	
	
	

	④
	
	
	
	

	⑤
	
	
	
	


注１：課題検討会の開催は任意とし、プラットフォーム事務局と連携し、実施するものとする。
注２：地域コンソーシアムとして地域の食料システム確立に向けた課題や参画者のニーズ等から特定テーマを設定し、テーマごとに新たな食品ビジネス創出に向けた課題を議論・整理するものとする。
　
（４）食品ビジネスマッチング会
ア　食品ビジネスマッチング会の開催計画
	開催時期
	開催場所
	参加人数
	開催内容
	備考

	
	
	
	
	


 注：プラットフォーム事務局と連携して開催し、関係者同士のマッチングにより新たな食品ビジネス創出を図るものとする。

（５）中間報告会（又は中間研修会）
　ア　中間報告会（又は中間研修会）開催計画
	開催時期
	開催場所
	参加人数
	開催内容
	備考

	


	
	
	
	


　　　注１：プラットフォーム事務局と連携して開催するものとする。
　　　注２：（４）の食品ビジネスマッチング会でプロジェクトが収縮に向かうタイミング等を鑑み
て開催すること。

（６）想定する新規プロジェクト支援の概要
　ア　想定する新たな食品ビジネスの概要
	※新商品等開発・販路開拓事業に取り組む場合は、想定する新たな食品ビジネスの概要について記載すること（あくまで想定であり、課題検討会や食品ビジネスマッチング会での検討結果、計画とは別の新商品・新メニュー・新サービス等に変更しても構わない）。

【活用する農林水産物】


【新商品・新メニュー・新サービス等の内容】
※地域の持続的な食料システム確立に資する新商品・新メニュー、新サービス等の内容を記載する。


【新たな食品ビジネスの担い手像】


【想定される売上及び市場規模】


【新たな食品ビジネスが目指すもの】
※地域の持続的な食料システム確立に資する新たな食品ビジネスモデルとして以下の要素を記載すること。
①　新たな食品ビジネスの顧客は誰なのか
②　なぜ、地域の持続的な食料システムの確立につながるのか。
③　どのようにして価値を提供するのか
④　なぜ利益に結び付くのか



　
イ　想定する地域型協調領域実証の概要
	※地域型協調領域実証に取り組む場合は、想定する取組の概要について記載すること。なお、安定取引関係確立事業活動等の促進に資する内容とすることとする。

【実施する地域型協調領域実証の分野】


【地域型協調領域実証の内容】


【地域型協調領域実証を主として担う事業者のイメージ】


【想定される地域型協調領域実証の成果】


【安定取引関係確立事業活動等との関係】





ウ　想定する生産者及び外食事業者等連携推進の概要
	※生産者及び外食事業者等連携推進に取り組む場合は、想定する取組の概要について記載すること。


【活用する地域食材】


【生産者との連携推進に取り組む外食事業者又は中食事業者名】


【実施する生産者及び外食事業者等連携推進の取組】


【想定される生産者及び外食事業者等連携推進の成果】






エ　新たな食品ビジネスの創出等に向けた地域コンソーシアムの取組
	※地域コンソーシアムの取組を通じて地域の特性、地域コンソーシアムに参画した事業者の経営資源、支援機関等の研究成果や技術、知見、役割等を踏まえて、上記アからウに向けた都道府県又は市町村（地域コンソーシアム含む）の取組や体制の構築について記載すること。
【イノベーションの創発】


【消費者ニーズを食料システムの各段階で共有し、商品やその原材料である農林水産物の品質向上等につなげる仕組みの構築】







（７）次年度の取組検討（地域コンソーシアムの継続性）
	※新たな食品ビジネスの創出等、ノウハウの蓄積方法、事業実施年度の次年度以降のコンソーシアムの継続に向けた取組を記載すること。




　　　

（８）農林水産業と食品産業の連携強化に資する取組
　　該当する項目にチェックすること。
ア　地域コンソーシアムに、新商品等の原材料となる農林水産物について、実需者の需要に応じた供給が可能な農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体が参加しているか。
	[bookmark: _Hlk125364231]　　　　
	該当する


イ　地域コンソーシアムに、生産者とのコミュニケーションに資する消費者が参画しているか。
	　　　　
	該当する



（９）行政施策との関連性等
　該当する項目にチェックすること。
  ア　以下に掲げる食料システム法に基づく計画認定を受ける意思を有しているか。
　　　① 連携支援計画
	　　
	該当する


　　② 安定取引確立事業活動計画等
	　　
	該当する


イ　経済産業省が公表する地域未来牽引企業が間接補助事業に取り組む計画であるか。
	　　
	該当する


ウ　経済産業省が推進する「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html）において宣言を公表している事業者が間接補助事業に取り組む計画であるか。
	　　
	該当する


エ　農林水産省が推進するみどりの食料システム戦略の実現に資する取組か。
	　　
	該当する


[bookmark: _Hlk125472995]オ　農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。
	　　
	該当する


カ　輸出枠（輸出事業計画の認定に向けた）の取組か。
	　　
	該当する



（10）事業費積算書
ア　経費の効率性
	※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。






イ　積算内訳
	区分
	員数
	単価
	事業費
	補助対象経費
	備考（員数等の根拠等）

	※事業の実施内容と積算の関係が分かるよう具体的に記載すること。
【地域食料システムプロジェクト推進事業】


【新商品等開発・販路開拓（間接補助事業）】


【地域型協調領域実証（間接補助事業）】


【生産者及び外食事業者等連携推進（間接補助事業）】


	
	円
	円
	円
	

	合計
	
	
	
	
	

	補助金額
	
	
	


　　　注１：備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すること。
　　　注２：間接補助事業の積算内訳は、実施する間接補助事業のみ計上すること。
　　　注３：事業を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を備考欄に明記すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

（11）添付書類
　　（８）のア若しくはイ又は（９）のア～カの項目において「該当する」にチェックをした場合は、それぞれ該当する以下の資料を添付すること。
ア　新商品等の原材料となる農林水産物について、地域コンソーシアムに参画する農林漁業者、農林漁業者の組織する団体が新商品等に必要な量や品質を満たす供給が可能なことを確認できる資料（例：原材料となる農林水産物の生産計画・販売計画等の量が分かる資料及び、生産履歴や成分検査証明書などの原材料となる農林水産物の品質が分かる資料）
[bookmark: _Hlk125452024]イ　消費者が地域コンソーシアムにおいてどのように生産者とのコミュニケーションを図るのかが分かる資料（例：消費者ニーズを新たな食品ビジネスに係る商品等や農林水産物の生産に反映するための取組に協力する消費者の概要など）
ウ　地域未来牽引企業が間接補助事業に取り組む計画であることが確認できる資料
エ　「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表している事業者が間接補助事業に取り組む計画であることが確認できる資料
オ　みどりの食料システム戦略の実現に資する取組であることが確認できる資料
カ　農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料
キ　その他地方農政局長等が特に必要と認める資料
（注）１　記載事項及び添付書類が、既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するにあたって当たっては、提出済の資料の名称、その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
２　添付書類が申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。
[bookmark: _Hlk126336583]３　添付を省略した資料のうち、地方農政局長等の求めがあった資料については、遅滞なく提出しなければならない。
４　食料システム法に基づく計画認定を受けた場合、速やかに証拠書類の写しを追加提出すること。

（12）環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。）に基づく基本方針において示された、農林漁業に由来する環境負荷低減に向けた取組について、別紙「みどりのチェック」チェックシートを提出すること。なお、都道府県が補助事業者となる場合には、チェックシート提出をみどり認定を担当する部局等が行うことから、本事業においては、事業実施にあたり、みどりの食料システム戦略を理解し、関係法令を遵守した上で、チェックシートの提出を省略できる
＜参考サイト＞
みどりの食料システム法
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html
環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりのチェック）チェックシート解説書（業種別）https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html


[bookmark: _Hlk219392701]別紙
「みどりチェック」チェックシート（民間事業者・自治体等向け）

	事業名
	

	組織名
	

	代表者氏名
	

	住所
	
	申請時（します）
	

	連絡先
	
	報告時（しました）
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※↑該当する方に〇

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説書→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	チェック
	環境関係法令の遵守等

	☐	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	☐	②
	関係法令の遵守

	☐	③
	環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

	☐	④
	正しい知識に基づく作業安全に努める

	
	エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除

	☐	⑤
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める

	☐	⑥
	環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	☐	⑦
	※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない ☐　）
悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	☐	⑧
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	☐	⑨
	資源の再利用を検討

	
	生物多様性への悪影響の防止

	☐	⑩
	※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない ☐　）
生物多様性に配慮した事業実施に努める

	☐	⑪
	※特定事業場である場合（該当しない ☐　）
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守


②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）とする。

	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。
・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
　　　　　　　　　　　　上記について、確認しました。→　　☐
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